別記様式第2号(第4条関係)
(表)
	はり、きゅう施術費受給資格者証

	認定番号　　　第　　　　　　号

	受給資格者
	住所
	　

	
	氏名
	　

	
	生年月日
	　　　　　　年　　　　月　　　　日

	有効期間
	　　　　　　年　　　　月　　　　日から
　　　　　　年　　　　月　　　　日まで

	発行機関名
	長門市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	交付年月日
	　　　　　　年　　　　月　　　　日




（裏）
	
注　　　意　　　事　　　項

1　この証は、長門市はり、きゅう施術費の助成に関する規則により、施術費の一部助成を受けることができる証ですから大切に保管してください。
[bookmark: _GoBack]2　この証に記載してある事項に変更があったときは、総合窓口課又は各支所に届け出てください。
3　受給資格がなくなったとき（転出、死亡）、又は生活保護法による保護を受けなくなったときは、この証を返してください。
4　この証により施術費の助成が受けられる方は、この証に記載されている本人のみです。
5　紛失したときは、届け出てください。

問い合わせ先　　　長門市総合窓口課




備考　
　1　この証の大きさは、縦128ミリメートル、横91ミリメートルとする。
　2　この証は、申請者ごとに作成する。
　3　「有効期間」欄には、この証が無効となる日の前日までを記載する。
